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学校・放課後児童保育室の再配置方針（案） 

１ 学校：23施設 

●課題  

・ 老朽化（23校中 14校が築 50年を超えている。） 

・ 規模が大きく、「学校施設長寿命化計画」に基づく長寿命化改修工事等の計画的な

実施や財源の確保 

・ 敷地が借地となっている施設が複数存在（野火止小学校、新座中学校など） 

 

●施設方針検討に当たっての視点 

 

 

 

●施設方針（案）（その１：新座中、第二中校区） 

        対応時期[短期：～５年、中期：6～10年、長期：11～20年] 

対象施設 

［構造/築年数］ 
施設方針 

施設方針を導き出した考え方 

計画期間中の対応方針 
対応時期 

1.野火止小学校 

[RC 造/53 年] 

長寿命化 

「新座市立小中学校の適正規模・適

正配置に関する検討報告書」を参照 

短期 

2.陣屋小学校 

[RC 造/46 年] 

統合（新座中学校

に統合） 

長期 

3.新座中学校 

[RC 造/59 年] 

統合（陣屋小学校

を統合し、建て替

え） 

長期 

4.大和田小学校 

[RC 造/23 年] 

現状維持 ― 

5.東北小学校 

[RC 造/56 年] 

長寿命化 短期 

6.東野小学校 

[RC 造/50 年] 

長寿命化 長期 

7.第二中学校 

[RC 造/54 年] 

現状維持 ― 

 

  

・ 少子化の見込みを踏まえた、今後の新座市における教育のあり方 
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●施設方針（案）（その２：第三中、第四中校区） 

対応時期[短期：～５年、中期：6～10年、長期：11～20年] 

対象施設 

［構造/築年数］ 
施設方針 

施設方針を導き出した考え方 

計画期間中の対応方針 
対応時期 

8.片山小学校 

[RC 造/55 年] 

長寿命化 

「新座市立小中学校の適正規模・適

正配置に関する検討報告書」を参照 

中期 

統合（八石小学校

の一部を統合） 

中期 

9.第四小学校 

[RC 造/56 年] 

長寿命化 短期 

統合（栄小学校の

一部を統合） 

長期 

10.池田小学校 

[RC 造/52 年] 

長寿命化 短期 

統合（栄小学校の

一部を統合） 

長期 

11.栄小学校 

[RC 造/49 年] 

統合（第四小学校

及び池田小学校に

統合） 

長期 

12.第三中学校 

[RC 造/52 年] 

長寿命化 短期 

～中期 

13.新開小学校 

[RC 造/48 年] 

統合（新座小学校

に統合） 

長期 

14.新座小学校 

[RC 造/55 年] 

統合（新開小学校

を統合した後、第

四中学校に統合） 

長期 

15.第四中学校 

[RC 造/48 年] 

統合（新座小学校

を統合し、建て替

え） 

長期 
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●施設方針（案）（その３：第五中、第六中校区） 

対応時期[短期：～５年、中期：6～10年、長期：11～20年] 

対象施設 

［構造/築年数］ 
施設方針 

施設方針を導き出した考え方 

計画期間中の対応方針 
対応時期 

16.八石小学校 

[RC 造/56 年] 

統合（片山小学校、

野寺小学校及び栗

原小学校に統合） 

「新座市立小中学校の適正規模・適

正配置に関する検討報告書」を参照 

中期 

17.野寺小学校 

[RC 造/53 年] 

長寿命化 中期 

統合（八石小学校

の一部を統合） 

中期 

18.栗原小学校 

[RC 造/47 年] 

長寿命化 中期 

統合（八石小学校

の一部を統合） 

中期 

19.第五中学校 

[RC 造/48 年] 

長寿命化 短期 

～中期 

20.西堀小学校 

[RC 造/56 年] 

統合（新堀小学校

及び石神小学校に

統合） 

長期 

21.新堀小学校 

[RC 造/50 年] 

長寿命化 長期 

統合（西堀小学校

の一部を統合） 

長期 

22.石神小学校 

[RC 造/49 年] 

統合（西堀小学校

の一部を統合した

後、第六中学校に

統合） 

長期 

23.第六中学校 

[RC 造/45 年] 

現状維持 

（のち石神小学校

を統合し、建て替

え） 

― 

（注）学校施設は複数棟存在するため、構造及び築年数は各学校の校舎のうち最も古いもの

を記している。 
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●施設位置図 
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２．幼児・児童施設：18施設（放課後児童保育室 17施設、東野ココフレンド） 

●課題 

・ これまで放課後児童保育室は需要増に伴い増設を進めてきたが、将来的に少子化が

進展することを勘案すると施設量の増加は望ましくないものと思われる。 

・ ココフレンド事業は、ほとんどの小学校では校舎内で実施しているが、東野小学校の

み余剰教室が少ないことから、事業実施に当たって旧東野放課後児童保育室の建物

を使用せざるを得ない状況である。 

 

●施設方針検討に当たっての視点 

 

 

 

 

 
 

●施設方針（案）（その１：新座中校区、第二中校区の放課後児童保育室） 

         対応時期[短期：～５年、中期：6～10 年、長期：11～20 年] 

対象施設 

［構造/築年数］ 
施設方針 

施設方針を導き出した考え方 

計画期間中の対応方針 
対応時期 

1.陣屋放課後児童

保育室 

[第一：軽量鉄骨造

/24 年、第二：木造

/4 年] 

移転（陣屋小学校

の新座中学校への

統合に伴い、現・新

座中学校に移転） 

 施設の存続又は廃止については「新座

市立小中学校の適正規模・適正配置に

関する検討報告書」で示された小学校

の施設方針と同様とする。 

 小学校校舎内の放課後児童保育室で今

後も存続する施設については、校舎の

長寿命化改修と同時に長寿命化改修を

行う。 

 小学校（義務教育学校）ごとに放課後

児童保育室を設置する方針は今後も維

持する。 

 施設廃止後も建物としては利用可能な

状態と考えられる放課後児童保育室に

ついては、現有施設の他用途への転用

などの利活用方法の検討を行う。 

長期 

2.野火止放課後児

童保育室 

[第一：軽量鉄骨造

/22 年、第二：木造

/14 年] 

現状維持 ― 

3.大和田放課後児

童保育室 

[第一（大和田小学

校校舎内）：RC 造

/52 年、第二：S 造

/5 年] 

現状維持 ― 

4.東北放課後児童

保育室 

[第一：軽量鉄骨造

/21 年、第二：木造

/9 年、第三：S 造

/2 年] 

現状維持 ― 

5.東野放課後児童

保育室 

[S 造/3 年] 

現状維持 ― 

 

・ 放課後児童保育サービスに対する需要の見込み 

・ 学校内に立地している施設もあるため、学校の方針との整合性 

・ 施設の老朽化度合い（計画期間中は現有施設を継続使用できるか） 
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●施設方針（案）（その２：第三中・第四中・第五中校区の放課後児童保育室） 

         対応時期[短期：～５年、中期：6～10 年、長期：11～20 年] 

対象施設 

［構造/築年数］ 
施設方針 

施設方針を導き出した考え方 

計画期間中の対応方針 
対応時期 

6.片山放課後児童

保育室（片山小学

校校舎内） 

[RC 造/55 年] 

長寿命化 

 施設の存続又は廃止については「新座

市立小中学校の適正規模・適正配置に

関する検討報告書」で示された小学校

の施設方針と同様とする。 

 小学校校舎内の放課後児童保育室で今

後も存続する施設については、校舎の

長寿命化改修と同時に長寿命化改修を

行う。 

 小学校（義務教育学校）ごとに放課後

児童保育室を設置する方針は今後も維

持する。 

 施設廃止後も建物としては利用可能な

状態と考えられる放課後児童保育室に

ついては、現有施設の他用途への転用

などの利活用方法の検討を行う。 

中期 

統合（八石放課後

児童保育室の一部

を統合） 

7.第四放課後児童

保育室 

[木造/3 年] 

統合（栄放課後児

童保育室の一部を

統合） 

長期 

8.池田放課後児童

保育室 

[木造/4 年] 

統合（栄放課後児

童保育室の一部を

統合） 

長期 

9.栄放課後児童保

育室（栄小学校校

舎内） 

[RC 造/49 年] 

統合（第四放課後

児童保育室及び池

田放課後児童保育

室に統合） 

長期 

10.新開放課後児

童保育室 

[第一：軽量鉄骨造

/23 年、第二：木造

/14 年] 

統合（新座放課後

児童保育室に統

合） 

長期 

11.新座放課後児

童保育室 

[軽量鉄骨造 /21

年] 

統合（新開放課後

児童保育室を統

合） 

移転（のち、新座小

学校の第四中学校

への統合に伴い、

現・第四中学校に

移転） 

長期 

12.八石放課後児

童保育室（八石小

学校校舎内） 

[RC 造/56 年] 

統合（片山放課後

児童保育室、野寺

放課後児童保育室

及び栗原放課後児

童保育室に統合） 

中期 

13.野寺放課後児

童保育室 

[S 造/0 年] 

統合（八石放課後

児童保育室の一部

を統合） 

― 

14.栗原放課後児

童保育室 

[木造/4 年] 

統合（八石放課後

児童保育室の一部

を統合） 

― 
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●施設方針（案）（その３：第六中校区の放課後児童保育室、東野ココフレンド） 

         対応時期[短期：～５年、中期：6～10 年、長期：11～20 年] 

対象施設 

［構造/築年数］ 
施設方針 

施設方針を導き出した考え方 

計画期間中の対応方針 
対応時期 

15.西堀放課後児

童保育室 

[木造/14 年] 

統合（新堀放課後

児童保育室及び石

神放課後児童保育

室に統合） 

 施設の存続又は廃止については「新座

市立小中学校の適正規模・適正配置に

関する検討報告書」で示された小学校

の施設方針と同様とする。 

 小学校校舎内の放課後児童保育室で今

後も存続する施設については、校舎の

長寿命化改修と同時に長寿命化改修を

行う。 

 小学校（義務教育学校）ごとに放課後

児童保育室を設置する方針は今後も維

持する。 

 施設廃止後も建物としては利用可能な

状態と考えられる放課後児童保育室に

ついては、現有施設の他用途への転用

などの利活用方法の検討を行う。 

長期 

16.新堀放課後児

童保育室 

[第一（新堀小学校

校舎内）：RC 造/47

年、第二：木造/9

年] 

長寿命化（第一） 長期 

統合（西堀放課後

児童保育室の一部

を統合） 

長期 

17.石神放課後児

童保育室（石神小

学校校舎内） 

[RC 造/49 年] 

統合（西堀放課後

児童保育室の一部

を統合。のち、石神

小学校の第六中学

校への統合に伴

い、現・第六中学校

に移転） 

― 

18.東野ココフレ 

ンド 

［軽量鉄骨造/44

年］ 

移転（東野小学校

校舎内の空き教室

へ移転） 

ココフレンド事業（子どもの放課後居場所

づくり事業）は、本来は小学校の空き教室

を活用し実施する事業であるが、東野小学

校は教室数に余裕がない状況が続いている

ことから、旧東野放課後児童保育室の建物

を暫定的に使用して事業を実施している。 

当該建物は旧耐震基準に基づき建築された

施設であり、築 44年を経過していること

から、安全性を考慮し、ココフレンド事業

で使用できる程度の空き教室数が東野小学

校に確保できる目途がついた段階で校舎内

に移転するものとする。 

短期 
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●施設位置図 
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【参考】今後 20年間の想定事業一覧 

 

1.短期（2026年～2030年）に想定される事業一覧 

  類型 施設名 事業 

1 公民館・コミュニティセンター 東北コミュニティセンター 複合化 廃止 

2 公民館・コミュニティセンター 西堀・新堀コミュニティセンター 長寿命化改修 

3 集会所 栗原第一集会所 廃止 

4 集会所 大和田集会所 廃止 

5 集会所 野火止集会所 廃止 

6 幼児・児童施設 東野ココフレンド 

移転（東野小学校

校舎内の空き教室

へ） 

7 学校 野火止小学校 長寿命化改修 

8 学校 東北小学校 長寿命化改修 

9 学校 第四小学校 長寿命化改修 

10 学校 池田小学校 長寿命化改修 

11 学校 第三中学校 長寿命化改修 

12 学校 第五中学校 長寿命化改修 

13 自転車駐車場等 三軒屋自転車駐車場 廃止 
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2.中期（2031年～2035年）に想定される事業一覧 

  類型 施設名 事業 

1 公民館・コミュニティセンター 中央公民館・栗原公民館 集約化 複合化 更新 

2 ふれあいの家 新堀ふれあいの家 長寿命化改修 

3 ふれあいの家 東ふれあいの家 長寿命化改修 

4 集会所 野寺三丁目集会所 廃止 

5 集会所 新堀三丁目集会所 廃止 

6 集会所 大和田一丁目集会所 廃止 

7 集会所 菅沢集会所 廃止 

8 高齢福祉施設 老人福祉センター 複合化 更新 

9 高齢福祉施設 ほか 福祉の里（館内の各施設） 長寿命化改修 

10 障がい福祉施設 こぶしの森 長寿命化改修 

11 庁舎等 新座駅北口土地区画整理事務所 廃止 

12 文化施設等 市民会館・中央図書館 長寿命化改修 

13 児童センター 児童センター 長寿命化改修 

14 幼児・児童施設 片山放課後児童保育室 

長寿命化改修 
 

(八石放課後児童保

育室の一部を)統合 

15 幼児・児童施設 八石放課後児童保育室 

(片山放課後児童保

育室、野寺放課後児

童保育室及び栗原放

課後児童保育室に)

統合 

16 幼児・児童施設 野寺放課後児童保育室 
(八石放課後児童保

育室の一部を)統合 

17 幼児・児童施設 栗原放課後児童保育室 
(八石放課後児童保

育室の一部を)統合 

18 学校 片山小学校 

長寿命化改修 
 

(八石小学校の一部

を)統合 

19 学校 第三中学校 長寿命化改修 

20 学校 八石小学校 

(片山小学校、野寺

小学校及び栗原小学

校に)統合 

21 学校 野寺小学校 

長寿命化改修 
 

(八石小学校の一部

を)統合 

22 学校 栗原小学校 

長寿命化改修 
 

(八石小学校の一部

を)統合 

23 学校 第五中学校 長寿命化改修 

24 自転車駐車場等 栗原五丁目自転車駐車場 廃止 
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3.長期（2036年～2045年）に想定される事業一覧 

  類型 施設名 事業 

1 集会所 野火止八丁目集会所 廃止 

2 集会所 東一丁目集会所 廃止 

3 スポーツ施設 市民総合体育館 長寿命化改修 

4 庁舎等 第二庁舎 長寿命化改修 

5 庁舎等 第五庁舎 廃止 

6 庁舎等 新座駅北口土地区画整理事務所 廃止 

7 幼児・児童施設 陣屋放課後児童保育室 (新座中学校に)移転 

8 幼児・児童施設 第四放課後児童保育室 
(栄放課後児童保育

室の一部を)統合 

9 幼児・児童施設 池田放課後児童保育室 
(栄放課後児童保育

室の一部を)統合 

10 幼児・児童施設 栄放課後児童保育室 

(第四放課後児童保

育室及び池田放課後

児童保育室に)統合 

11 幼児・児童施設 新開放課後児童保育室 
(新座放課後児童保

育室に)統合 

12 幼児・児童施設 新座放課後児童保育室 

(新開放課後児童保

育室を)統合 
 

(第四中学校に)移転 

13 幼児・児童施設 西堀放課後児童保育室 

（新堀放課後児童保

育室及び石神放課後

児童保育室に）統合 

14 幼児・児童施設 新堀放課後児童保育室 

長寿命化改修(第一) 
 

(西堀放課後児童保

育室の一部を)統合 

15 幼児・児童施設 石神放課後児童保育室 
(西堀放課後児童保

育室の一部を)統合 

16 学校 陣屋小学校 (新座中学校に)統合 

17 学校 新座中学校 (陣屋小学校を)統合 

18 学校 東野小学校 長寿命化改修 

19 学校 第四小学校 
(栄小学校の一部を)

統合 

20 学校 池田小学校 
(栄小学校の一部を)

統合 

21 学校 栄小学校 
（第四小学校及び池

田小学校に）統合 

22 学校 新開小学校 (新座小学校に)統合 

23 学校 新座小学校 

(新開小学校を統合

の後、第四中学校

に)統合 

24 学校 第四中学校 (新座小学校を)統合 
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25 学校 西堀小学校 
(新堀小学校及び石

神小学校に)統合 

26 学校 新堀小学校 

長寿命化改修 
 

(西堀小学校の一部

を)統合 

27 学校 石神小学校 
(西堀小学校の一部

を)統合 

28 公園施設 総合運動公園管理事務所 長寿命化改修 

29 自転車駐車場等 三軒屋公園前自転車駐車場 長寿命化改修 

30 自転車駐車場等 新座駅南口地下自転車駐車場 長寿命化改修 

 

 


